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はじめに第１回から第５回のテーマ別シンポ

ジウムのあらましが紹介された後、これらを踏

まえた「都市計画法改正への提案」（東大まちづ

くり大学院都市計画法改正研究会）が大西隆先

生により行われた。 

第１ 都市計画法改正への提案 

東京大学教授 大西 隆氏 

東大まちづくり大学院の中に設置された研究

会からの提案としてまとめたものを紹介した。

抜本的改正という志を踏まえ、第１回から第５

回のシンポジウム、また、政権交代により現実

味を帯びてきた民主党の政策を踏まえたものと

している。民主党政策集 INDEX2009 では、地

域主権と都市計画法をあまねく全ての地域を対

象とする「まちづくり法」として摘要するとさ

れている。骨子は次のとおり。（詳細はＰ 参照） 

第 1 基本的な改革 

第 2 地方主権と市民参加 

第 3 土地利用 

第 4 環境・景観 

第 5 都市施設・サービス 

会場、パネリストの方々からのご意見をいただ

き、よりよいものにしていきたい。 

第２ プレゼンテーション 

「都市の将来像と現行都市計画の課題」 

国土交通省大臣官房審議官 花岡洋文氏 

 法令改正にあたり、皆様が期待されているこ

とを大西先生よりご紹介 

いただいた。こういっ 

た形で、全体としてま 

とめて整理していただ 

いたことはありがたい 

こと。頂戴したご意見 

を踏まえ、実際の制度 

を変えていくことが私 

たちの仕事。その時、どのような都市像をイメ

ージするべきかをまずは考えることから始まり、

次に個別具体の制度を考えていくこととなる。

今、役所の中ではどのような議論が進められて

いるかをご紹介させていただき、皆様からのご

意見を頂戴したい。政策論、法律論からも十分

整理し、国民の方々にご支持いただける制度改

正を進めたい。 

論点１ 人はどこに住む？ 

今後５０年間、毎年８０万人ずつ人口が減っ

ていく中、どこに住み、どういう生活をするの

かをイメージすることが必要であり、極めて根

本的な議論である。人口減尐が進むことは余裕

ある住まい方に変えるチャンスだという意見、

一方、可能な限りまちの中に住むことが望まし

いという意見の両論がある。 

コンパクトシティへの動機としては、厳しい

財政下、多様な行政サービスをどう展開してい

くのか、インフラの整備コスト、維持管理・更

新コストをどう工面するかが課題。このまま拡

全体討議：21世紀の都市像を見つめて 
 

（全体概要） 
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散していけば対処しきれなくなるということ。 

行政サービスがどの範囲までカバーすべきかと

いう問題、一方で、一定の負担をすればどこに

でも住むことが許容されてよいのかという問題。 

また、バラ建ちの問題については、景観に配慮

した建て方であればどこにでも住んでよいのか

という議論もあるだろう。いくら配慮されても、

それが多くなることに問題があるという意見。 

今後 20 年 30 年後、都会ほど高齢化率が急激に

高まる。この多くの高齢者をそもそもどこで受

け入れるのか？都市計画として非常に大きな論

点であろう。 

郊外か街中を問わず、高齢者がどのような住

まい方を望んでいるか。元気なうちは、歩いて

暮らせるまちづくりのニーズが高い（平成 21

年 9 月内閣府 国民の 93％は歩いて暮らせる

まちづくりを支持）。エッセンスを述べれば、お

よそ 1ｋｍ圏内に、医療、福祉、買い物ができ

るまちであろう。これを意識しながら全体をど

う配置するかを考えていく必要がある。これに

関して、医療福祉施設をどこに配置していくべ

きか、国土交通省内だけでなく、厚生労働省と

も意見交換をしている。これら施設が地価の負

担能力の限界もあり、その結果、平成 20 年度

着工統計見ると、市街化区域に半分、残りは調

整区域と区域外。これでよいのかという議論が

ある。 

施策展開として、在宅系と入所系の二つがあ

る。在宅系であれば、街の中に適当な間隔を持

って施設が配置される必要があるが、これをど

う進めていくか。入所系であれば、必ずしも街

中にある必要はないかという議論もある。特に

極めて大きな病院や特別養護施設は、そもそも

街中にある必要があるだろうか、また実際土地

が確保できるかという問題がある。救急病院は

IC 付近がよいのではとの意見もあろう。ちなみ

に、医療福祉施設、教育施設については、現行

都市計画法において、都市施設として決定する

ことができるが、その事例は極めて尐ない。知

る限りでは、昭和 40 年代の半ばに埼玉県が保

育所を都市計画決定する取組がなされたが、あ

る程度まとまって行われた事例はこのくらいで

はないか。今後の課題の一つかと考えている。 

低炭素社会の実現に向けては、集まって住む、

総移動距離が減る、公共交通が相対的に成立し

やすくなる。その相乗効果で排出量が減る。数

量的には極めて大きいことだが、土地利用の側

からも、エネルギー利用という面から、昼消費

多く消費する施設と主に夜間消費する施設をう

まく組合わせてエリア全体でのエネルギー効率

を挙げていくことを誘導することも一つの課題

と考えている。 

論点２ 大都市のあり方、地方都市のあり方？ 

成長戦略会議でも議論になっているが、ソウ

ル、上海、シンガポールを見ていると、国とし

て取り組む都市整備があるのではとの議論があ

る。首都圏整備計画がどうこうといった話では

なく、実際にどういったまちをつくっていくか

というレベルの話である。このために、国が方

針をつくり、即地的には地方で判断するのがよ

いのか。場所は限られるだろうが、逆に国から

提案していくこともあるのではという議論。 

地方都市の問題としては、中心市街地の再生

が何のために必要か。反省を込めて言えば、経

済産業省とともに商店街対策として取り組んで

きたきらいがある。10 年前は大店法の廃止問題

もあり、そちらに主眼がおかれたと思っている。

教育や医療といった住民向けサービス提供のあ

り方について、もっと真剣に議論すべきではな

いか。大げさだが、コミュニティをもう一度つ

くりなおさなければならないのではないかとの

議論もある。実際に地方の都市がどんな姿をめ

ざすべきか、一律の議論をしても仕方がないと

も思うが、高い評価を得た事例として富山市が

挙げられる。ＬＲＴで有名だが、公共交通の周

りに住むことを都市政策として進め、補助金に

よりこれを促進する取り組みも行っている。具

体的には鉄道駅から 500m、あるいは一定の
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本数以上運行されているバス停から 300m の

範囲内において、住宅を建設または取得され

る方については 30 万、共同住宅を建設され

る方には 3,500 万を限度に補助を行い、でき

るだけその範囲に居住してもらうよう誘導し

ている。このほか、バス代の補助においては、

極めて特別な形の補助を実施している。郊外か

ら中心市街地まで、距離に応じた料金制では高

いところで千円を超えるが、中心市街地にある

特定のバス停で降車すると 200 円となる。これ

ら施策は都市構造を強く意識して展開している。 

公共施設の再配置が課題となっているのは、

規模の小さい都市も含め地方都市共通である。 

団地や集落の維持については、必要な場所では

ダウンサイジングを考えるべきであろう。また、

集落を維持すべきかどうかについては、国土保

全の観点もあり難しいが、四国で聞いた話では

漁師が車で通勤してくるという。働ける環境が

あれば必ずしもそこに住宅がある必要はないか

もしれない。 

都市計画区域外や白地地域について、もう尐

し丁寧に見るべきではないかとの議論もある。

韓国の取組みも含めて、もう尐し勉強すべきで

はないか。また、建築物だけではなく、建物を

建てない土地利用についても規制すべきとの議

論もある。 

論点３ 土地利用の規制か土地の管理か？ 

最後は尐し先を見た話であるが、空地、空家、

空ビルなどが今後大きな社会問題になるだろう。

これらをどう管理して、どう有効に利用してい

くか。次の改正になるかもしれないが、今後大

きなテーマになるだろう。また、非建築系の用

途地域について、韓国と同様に緑地地域などを

設けて、市街化区域の緑地をもっと大事にして

よいとの考えもあるだろう。緑地に関するマネ

ジメントや管理については、正直お金がかかる。

規制だけでは仕組みが回らないため、どういう

形でだれが負担するのか。取り組みの一例とし

て、横浜市のみどり税があげられるが、そもそ

も都市計画税がどうあるべきかの議論も必要だ

ろう。郊外の緑を保全することにより、都心で

の容積率緩和を認めるような開発制度への提案

もいただいている。 

「都市をつくり・育てるエリアマネジメント」 

東京都市大学教授 小林重敬氏 

都市計画に関わる３つの力 

都市計画力には、行 

政によるコントロール 

力、近隣社会によるコ 

ミュニティの力、企業 

によるマーケットの力 

がある。「コミュニティ」と「マーケット」は葛

藤せざるを得ない部分 

があるが、都市計画が 

これをどう調整するかが求められている。グロ

ーバル化とローカル化の軋轢、これらを同じ方

向に向かわせる哲学が「持続可能性」である。

多様性と創造性により、持続可能性が確保され

「社会関係資本」という力によって持続可能性

を展開すべきというのが今日の話である。 

新たな都市づくりに必要な 4 つ目の力 

これまでの都市計画、都市づくりは、社会資

本整備とそこに公的資金を投入することを基本

としてきた。私は、これらに加えて、社会関係

資本を構築するものが「エリアマネジメント」

であり、その資金の一部に充てられるものが「志

ある資金（シードマネー）」であると考えている。

改正骨子の提案には、お金、財源の視点が欠け

ている。 

コミュニティとエリアマネジメント 

「コミュニティ」と「エリアマネジメント」

の関係について議論がある。社会学者見田宗介

氏によると、「交響圏」と「ルール圏」と言う言

葉を使い、新しい時代の社会について語ってい

る。同一性や閉鎖性を持つ従来の共同体、コミ

ュニティが「交響圏」であり、「交響圏」とは、

同一性や閉鎖性を持つ従来の共同体・コミュニ
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ティの概念であり、「交歓する他者との関係によ

って成り立つ内的な関係領域」とされる。つま

り、「みなさんで一緒にやりましょうね」という

心持ちを、あるエリアで持ち合える関係のこと。

ただし、それだけではまちづくりができないの

で「ルール圏」が要請される。「ルール圏」とは、

「公平なルールによって制約された他者達との

関係領域」とされる。この二つの関係を調整し

ながらエリアごとにまちづくりを行っていくこ

とが「エリアマネジメント」ではないかと考え

ている。 

2 つのエリアマネジメント 

エリアマネジメントについて、数年前に本を

書いたが、その時、課題が一つ残っていた。必

ずフリーライダーが出てしまうという問題であ

る。まちづくりを一生懸命やろうとする方のお

店からつぶれてしまう。これが地方都市におけ

る中心市街地活性化の歴史でもある。そうなら

ない方法を考える必要があり、ネットワークに

依存するマネジメントとして、「エリア・ネット

ワーク・マネジメント」が生まれた。ただし、

共通課題として財源の問題がある。 

これからの社会関係資本構築の類型 

「圏域」レベル：広域エリアマネジメント 

郊外をどうするかの議論なく、集約型都市構

造をいくらつくろうとしても、全体の都市づく

りには繋がらない。一つのテーマとして「水と

緑のネットワーク」という議論があり、一方で

大都市郊外に立地している主要なニュータウン

に関する議論がある。 

ニュータウンではこれまでかなり多くの社会

資本整備が行われ、良好な資産を持つ優良な地

域が展開する。しかし、高齢化・老朽化等の問

題が表れている。一方、周辺においては農地が

放置されている。こういった全体像を捉え、大

きな地域価値を高める仕組みをどこかでつくら

なければならない。先ほどまでに「分散して住

むか」という議論も提起されたが、郊外に住む

ことが既に定着している中で、まずは郊外の価

値を高めることが必要ではないだろうか。ニュ

ータウンを拠点化し、そこに人的資源を確保し

て、郊外部の緑地や水と併せて大きな水と緑の

ネットワーク、住むところのネットワークをつ

くりだす。このことにより大きな地域の価値を

上げるという仕組み。これが広域エリアマネジ

メントである。この中で、新郊外居住を展開す

ることもあろうかと思う。圏域レベルのエリア

マネジメントの諸要素は、水と緑のネットワー

ク、大規模郊外団地の再生、新郊外居住、二地

域居住であり、これらに関して議論が展開され

るのではないか。 

単位レベル、地域レベルのコミュニティ 

ここ大丸有地区では、エリアマネジメント協

会と計画推進協議会をベースにしたエリアマネ

ジメントを展開している。これはあきらかに交

響圏とルール圏を合体したマネジメントである。

ここの地域の方々が価値を認識し、東京あるい

は日本の中心であることを意識しながら積極的

なまちづくりをやろう、品格ある街づくりを進

めていこうとしているわけである。交響圏をベ

ースにしながら、ルール圏をつくりエリアマネ

ジメントをやろうという発想。このような活動

は、横浜や梅田でも始まろうとしている。 

また、住宅地でのマネジメントについて、民

間企業をベースにいろいろと進められていると

ころであり、都市機構も参加し、新しい意味で

のマネジメントを模索している。 

エリアマネジメントの諸要素 

まちを「つくること」と「育てること」を分

けて考えるのではなく、つくる時からマネジメ

ントを育てることが大切である。これにより管

理コストを比較的かけなくてもよいまちづくり

ができると考えてください。まちをつくってお

いて管理を一切考えないで、さあ管理しましょ

うでは当然管理コストがかかってしまう。そう

ではないまちづくりをやろうというのが私の提

案であります。 

また、重要だと思うことは、エリアの多くの
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主体が一体的にまちづくりに関わること。これ

を評価する仕組みの構築。横浜駅大改造計画の

議論をやっているときには横浜駅周辺地区の主

体が一緒にやるということを評価してそこにか

なりのインセンティブを与えましょう、個々バ

ラバラの開発をやったのではインセンティブを

基本的には与えないということでまちづくりを

やりたいと考えている。 

エリアマネジメントとエリア・ネットワーク・

マネジメント 

大都市の中心部ではエリアマネジメントが展開

できるが、大都市も地方都市も小さな敷地単位

に分かれているエリアがたくさんあります。そ

ういうなかでたまたま同じ動きを示している地

区、例えば東京の神田、秋葉原、大阪の船場、

名古屋の錦などでは歴史的な産業、地場産業が

衰退し、空きビル、空地が問題となり、それぞ

れにまちづくりの構想を練っている。これは、

地域を活性化していくために、エリア全体をマ

ネジメントするのではなく、ネットワークとし

て関係を持ったところに対してマネジメントを

働かせていこうという考え方である。ネットワ

ークのコアを創り、そのコアに新しい様々な産

業を担う方々が集まり、そのコアから次の空き

ビルに展開していくような新しい要素が生じ、

これがさらに拡大していくものである。 

新たな社会関係資本と「志ある資金」 

事例としてまずは千代田区のビルを管理運

営する非営利型株式会社の例。定款に株主へ

の配当および残余財産の分配に一定の制限を

設けたことが特徴。剰余金等を設立理念に照

らし、社会性のある事業に再投資することを

定めている。新しい考え方によりまちづくり

を活性化しようという試みである。 

もうひとつ、高松丸亀町商店街の事例。基盤

になる資金を国・県・市などから資金を集めた

共同出資会社を設立。リスクを低く抑えること

により、地元の方々からも資金を調達。これを

もとに事業を展開するコミュニティ再投資会社。 

都市計画事業の新たな姿 

日本では民間のお金が一千五百兆円ある。こ

れらが不動産や都市開発事業に中々入ってこな

いのが実情。これをどう組み入れるかが課題と

なっている。高松の事例は、リスクを低くする

ことで地元の方々から資金を仰ぎ、事業を行う

関係を構築。そういう関係を構築し、公的資金

と民間資金を併せた新しい都市計画の事業を進

めるべきではないか。こういうことを考えるべ

きではないでしょうか。 

「もう一つの改正の視点」 

東京工業大学教授 中井検裕氏 

大西先生ご紹介の改 

正骨子の提案について 

は、大筋同意だが、細 

かいところで議論の余 

地がある。そこを議論 

しがちであるが、私は 

もう一度全体を眺めて 

大事な視点があるので 

はないかという問題提起をいたします。 

何のために法改正があるのが 

前向きの視点 

これから起きるだろうことに対応するための仕

組みを整える。人口減尐、高齢化社会、低炭素

社会、グローバル社会。これらに対応するため

の改正と捉える視点。めざす都市像としてのエ

ココンパクトシティは、十分議論されているだ

ろうし、多くの方の支持があると思われる。 

後ろ向きの視点 

もう一つは、過去に起きてしまったことへの対

応、ネガティブだが大事な視点である。都市計

画が機能不全していたことへの不信感。これを

払拭せずには改正がうまくいかないのではない

かと考える。具体的な例え話でお話する。 

不信感の現場（土地利用編と都市施設編） 

まずは、土地利用編として物語風に考えてみ

た。自分の家の近くで、想像もしていない建築
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が計画。これに反対したら、役所では、「合法の

建築である」と言われた。さらに、「このような

ことにならないためには地域でルールを作るこ

とが必要です」と言われた。そこで、自分たち

でルールを考えて役所に相談したら、「それは今

の都市計画ではできません」と言われた。この

時点で、不信感が 7 割に達すると思います。そ

こで専門家に相談したら、一応「こうすれば可

能です」と説明されたが、難しくて解らない。

さらにこの専門家から、「地域の将来像から考え

ましょう、最低でも数年かかります」と言われ

た。このへんで不信感 100％を遥かに超えると

思います。 

また、都市施設編もあります。道路の計画が

持ち上がりました。「このような将来予測を行っ

た結果、全体の視点から道路が必要です」と言

われた。案の縦覧にて意見書を出したところ、

都市計画審議会では「このような反対意見があ

りました」と説明があっただけ。結局、道路の

計画は決まったが、その後いつまでたっても道

路の建設は始まらなかった。あとは予想通りの

お話です。そこでビルの建て替えを計画したら、

「都市計画施設用地内なので建築はできません」

と言われた。この短い二つの不信感の現場と言

うエピソードの中に今の仕組みの問題は相当凝

集されていると考えている。 

問題の所在（土地利用編） 

一つ目は、土地利用規制が緩いことの他に、

これが事前確定的かどうか。個別の規制は事前

確定であるものの、その前提となる敷地が変化

すること、また、次々に新しい緩和型の例外制

度が積み重なることにより、実は土地利用規制

から予測することは、全く事前確定型ではない

ようにできている。ここが問題。 

二つ目に、地域が地域のことを決められない。

分権が中途半端である。定量的ではないことも

やりたくとも、これが非常に難しいことが問題。 

三つ目に、都市計画や建築規制が複雑で専門

家でさえ理解できないこと。理解できたとして

も理解できるような言葉でしゃべることが難し

い。最後に、マスタープランについて。必要性

は認めるが、策定に時間がかかり、いったんつ

くったら機動的に運用できないところが問題。 

問題の所在（都市施設編） 

合理的根拠と言われるが内容が不可解である

ことが問題。非常に専門的すぎて、内容につい

て報告書を書いた専門家しか解らなく、説明が

非常に難しい、そもそも説明自体も不足。「全体

として必要です」と言われてもその全体とは何

か。解りにくい全体像を根拠に土地利用や都市

施設を決めていくというわかりにくさがあるの

では。このほか、形骸化した 17 条縦覧、膨大

な長期未着手施設の存在、財源の問題、さらに

は都市計画制限と補償といった問題。都市計画

における仕組みの抱えている問題は 2 つのエピ

ソードに凝集されていると思われる。 

「わかりやすさ」という方向性からのチェック

非常に大事なことではないか。信頼感とは理 

解されることから始まるのではないか。いく 

らいいものを作っても、理解されることがなけ 

れば、あるいは理解できないものであるとすれ 

ば、それは都市計画の仕組みとしては不幸であ 

ると言わざるを得ない。 

簡潔さを目指したいくつかの「原則」設定 

【複数のものは１つに】たくさんあるものは一

つにしたほうが判りやすい、数を減らしていく

ことが判りやすくする第一の原則。都市計画と

農村計画とあるが、都市農村計画として一つに

まとめていく。また、都市マスタープラン、都

道府県のものもあれば市町村のものもある。さ

らには都市再開発方針のように個別テーマのも

のもある。これらは基本的に一つにまとめるこ

とが望ましい。この他、分野別のマスタープラ

ンもいろいろあるが、そこまで一緒にするかは

まだ議論があるだろう。 

【地域のことは地域へ】基本的には市町村が全

てのことを決める。ここでその原則を決めてい

く。エリアマネジメントについてもここで位置
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づけることが可能であろう。 

【目に見えないものよりは目に見えるものが解

りやすいということ】建物、緑地、農地も含め

景観というものを重視していくべきだろう。建

築規制は密度より形態を規制していくことが方

向だろう。様々な見える化が進められ、低炭素

については、目に見える緑などを通じて扱うこ

とで見える化を進める。また、決めたものにつ

いては、早期に事業化していくこと。 

【揺らぎの部分は固定していく】敷地の揺らぎ

はいったん確定する、例外はなくすことができ

ないがなるべく尐なくする。また、これをどう

いう場合に発動するかを事前に決めておく。 

このように、いくつかの原則をもって法改正

がどうなるかを見ていく必要があるだろう。 

前向きの視点と制度改正が一致しない項目 

前向きの視点と制度改正が一致するところ

は多くあるもの、よく見ると、必ずしもそう

ではないところもある。例えば分権と広域調

整について。エココンパクトシティを実現し

ようとすれば、広域調整が不可欠になってく

るであろう。また、建築規制については「揺

らぎ」を尐なくする観点から「確定型ルール」

にしていきたい面と変化する経済情勢や特別事

情に対応できるような「協議誘導型方式」にし

たい面がある。これら必ずしも一致しない話題

については、重点的な議論項目であろう。 

「新たな都市マネジメントシステムの構築」 

東京大学教授 浅見泰司氏 

私は、尐し大西先生 

のご提案に近づけるお 

話をしたい。私が強調 

したいのは、土地利用 

について「新たな仕組 

みを創設する」という 

部分。この部分は同床 

異夢的なところがあり、 

そこを詰めなければならないところなので、敢

えてそこを切り込みます。 

従来、都市計画は市街化区域を中心に考えて

きたが、市街化調整区域、都市計画区域外へと

広げていく空間領域の方向があろう。また、そ

の規制対象は何か。もともとはフィジカルなも

のを規制してきたが、尐しずつ行為に対する規

制、何をどう行うかに対して規制する方向、場

合によってはやらないことへの規制までいくか

もしれない。さらに手法に関しては、許可する

か否か 1、0 的な発想が多いが、例えば条件付

き許可という中間的なやり方も考えられる。最

近は、逆開発、非市街化していくある種の開発

を模索しなければならないと思われる。こうい

ったときにインセンティブとして税だとか補助

金だとかがあるが、敢えてもう一つ方法として

「調整金」的方法をお話したい。それから、地

区住民の参加というときに、地区の協定を深め

るお話もできるのではないかと。 

社会資本整備審議会 小委員会での議論 

社会資本整備審議会の小委員会では、都市計

画制度がどうあるべきかを議論していたわけだ

が、その検討の中ででてきた考え方としてエコ

コンパクトシティがある。これは、将来像とし

てある具体的な空間イメージがあると思われて

いるが、むしろ、都市の方向性を示すベクトル

的な概念として捉えるべきであろう。ただ、仮

にその方向性を考えたとしてもある意味で人々

を動かしていくことをしなければならないので

大変なことである。では具体的な実現手法は何

かということになるが、そこまでは踏み込んで

いないというのが現状である。もう一つ強調し

ているのは都市のマネジメントについて。なん

とかうまいマネジメントを構築して集約型の都

市構造にしていこうということ。その都市マネ

ジメントの方法は、先ほどの新たな仕組みとい

うことに集約される。 

動機適合的なプランニング 

始めて聞く方も多いだろう。都市計画の規制

や施策を打ち出したときに、地権者や市民の各
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主体がどういう反応をするのか、都市全体にプ

ラスとなる政策をコントロールすることが大切

である。例えば、戸建住宅地で標準的な開発形

態としてある種の開発形態を考え、そこから逸

脱して周辺に迷惑をかけているのであればその

分だけ周辺に補償しなければなりませんよと。

仮にこれをルールにしたとする。実際に開発し

ようとする人は、その分自分の損出になるわけ

で、なるべく迷惑をかけないようにする。利潤

追求的な行動が最終的には都市全体にプラスに

なる方向になる。本来はそういうプランニング

をしなければならないのではないか。そういう

発想である。今までは、開発される方は良心が

足りないとかおっしゃるのだが、実際にはそう

いったことを組み入れたプランニングが必要で

あったのではないかと反省をしている。最近で

は、詳細な情報も整備されつつあるので、ある

程度は定量的に効果を分析することができる。

例えば、実際に不動産価格を分解し、それぞれ

の住環境要素がどういったことがプラスに、あ

るいはマイナスに評価されているのか定量的に

求めることができる。ある敷地を半分に分けた

方が不動産の価値は上がる、しかし、隣接地の

敷地にとってはマイナスになり、全体としても

マイナスなる。都市計画的に考えるならばこう

いう開発はさせるべきではない。これに対し何

をしてきたか。敷地細分化はいけませんとして

きたが、なかなか地権者に理解されない。「周辺

に対するマイナス分を払いなさい」ということ

になれば、敷地の二分割はしないだろう。うま

く調整手段を入れることにより、適切に行動を

誘導し、外部経済性をコントロールするのであ

る。これまでのように許可不許可ではなく、こ

れを実現する手法として、こういう開発ならば

構いませんというような、ある種、性能規定的

なもので行う規制手法、条件付き許可の方法、

徴収する仕組みといった市場活用型の方法。い

ろいろありうる中でどの選択肢をとるかという

ことが今後の都市計画改正の議論になりうるの

ではないか。 

さらに悩ましいことは、むしろ良い事業、良

い開発といったものがあるとき、それがどこで

あれば許容できるのか。加えて、これにより得

られた開発利益がいかに還元されるべきか。許

可というある意味特別扱いを与えることになる

ので、戦略性と客観的な根拠を持って社会的合

意を得る必要がある。これらに関するルール整

備が求められる。 

 

行政の有限責任化と地域まちづくり 

財政状況により、全て十分な公共サービスを

提供するのは難しくなる。ある一定圏域や将来

にわたって市街地であろう圏域を定め、「その中

では一定水準の公共サービスを保証します。し

かし、その外の地域は落とさざるを得ません」

と行政の有限責任化を明示することも必要であ

ろう。 

そうした行政サービスが限定される地区に組

込まれたらどうすればよいか。例えば、とても

優れた公共交通サービスがあるとします。将来

は市街地ではないことになった地域では「車を

使うのをあきらめます。公共交通を重点的に使

うようにします。ですからこのサービスを維持

してください」というようなある種の連帯責任

的な地区住民と自治体が契約を交わすことにな

る。おそらく今後の地域参加の重要な一方式と

なるであろう。こういったことを考えるのが重

要である。 

動的計画手法 

最後に一つ。動的な計画制御方法を拡大すべ

きであろう。マスタープランはある種の将来像

を示しているが、都市像を固定しているわけで

はない。縮小する時代にあっては将来像が時々

刻々代わっていく。それに対して規制誘導をど

うやっていくか。動的に進めるある種の仕組み

が必要となる。一例として、ある特定の施設に

ついては許容期間を決める。ある年限や一例と

して人口密度等による基準を定める。時間限定、
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条件発動型プランニング。こういった施策も必

要になるのではないかと考える。 

「都市計画マスタープランについて思うこと」 

千葉大学准教授 村木美貴氏 

我が国のマスタープ 

ランの多くは、策定す 

るときに時間がかかり、出来上がった後に棚に

挙げておき、時間が経 

って改定される。イギ 

リスの都市計画を勉強 

してきたが、これと比 

較して、日本のマスタ 

ープランがそれほど使われているのかなと感じ

ている。自治体裁量という観点からその使われ

方について、4 点お話します。 

マスタープランを根拠に大規模な開発事業を

誘導する取り組み 

6 年間、府中市まちづくり条例に基づく大規

模土地取引の事前審査、開発事業について関わ

ってきた。今、東京の多摩地域でこうした条例

が制定されている。ここで着目することは、何

を根拠に事業者にお願いするのか。またその基

準は何か。たいていは都市計画マスタープラン

である場合が多い。府中、国分寺、調布の 3 つ

の市では、地主が土地取引をする前に自治体に

届出、買われた方も土地利用の構想について審

査を受ける仕組み。調整の当事者になって解っ

たことは、マスタープランが詳細ではなく困る

ことがある。民間事業者に対してヒアリングを

すると、何を根拠に指導しているか解らないと

いった声が聞かれる。一方で、行政側としては

細かく書くと協議にあたって何をのりしろにし

てよいか困るという。マスタープランそのもの

の課題として、開発を規制・誘導する根拠とな

る都市計画の基本文書とするにはどうしたらよ

いのか。市民参加が進められる中で、時間がか

かる策定プロセスを考えると改定は難しいので

はないか。個別のまちづくりを進める時に、協

議の内容をどのように提示していけばよいのか。 

英国のマスタープランから学ぶこと－デベロ

ップメントプランとプランニングブリーフ－ 

イギリスのマスタープランは、デベロップメ

ントプランと言われ、開発を規制誘導すること

がマスタープランの目的である。プロセスはシ

ステマティックに決まっている。市民参加のプ

ロセスも位置づけられているが、開発を規制す

る観点から住民が意見を言うよりは専門家が参

加するケースが高く、企業の出される開発計画

にマスタープランが非常に大きな影響を与える

こともある。ひとつの政策に数百の企業が意見

を出すケースもある。このようにマスタープラ

ンそのものが使われる理由は、そもそも開発を

規制する計画として機能しているからだと考え

ている。計画の申請者が自治体に行き、許可す

る条件が付される。条件をつけることが自治体

の裁量ということになる。 

自治体の裁量に関しては、昔から事業者に対

して過大な要求をすることが問題とされてきた。

したがって、要求事項はデベロップメントプラ

ンに明記されるべきとされている。どんな条件

をつけるのか見るに値するプラン。この「計画

義務」は、命令、補償、緩和に関して、5 つの

項目をクリアしていることが求められる。 

このように国が枠組みを示し、市町村がその

内容をつくっている。ウェストミンスター区の

事例として、施設の提供、資金の提供が計画義

務とされており、その要求内容が明確化されて

いる。施設についてはリストとしてデベロップ

メントプランに明示され、要求金額についても

開発規模によりその額が明示されている。あら

かじめリスト化されていることで何が地域に望

ましいか、何を条件として協議するのかが解る。

このことにより、事業者にとってもある程度協

議内容が予想できる。しかし、どの施設を要求

するのか、行政の判断がどうあるべきか。要求

事項の適切さ、これを判断できる担当者がいる

か。現在の体制の中で要求金額を決めた場合、
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これをどのように使っていくかの判断に課題が

ある。もし、府中市などでこれをリストとして

つくることができるかと考えると、これまでの

協議内容から可能かと思っている。 

また、マスタープランを補完する仕組みとし

て、土地利用の方向性をあらかじめ示すプラン

ニングブリーフがある。土地の使い方をあらか

じめ行政が明示したもので、これに基づき申請

すると早く協議が進む。 

マスタープランがどのように使われるべきか。

都市計画において活用される基本文書として、

将来像である 20 年後に向けた開発誘導ができ

る詳細な方針を示したものとしての位置づけが

されること。マスタープランに情報が一元化さ

れていること。このことにより、事業者、市民

にとってもわかりやすいものとなり、一層活用

されるであろう。 

二段階型のマスタープラン論 

マスタープランの策定には、市民参加が言わ

れ、地域まちづくりの観点からも、とても重要

であり評価できること。ただし、策定するのに

時間がかかり、急激な変化に対応するのが難し

いという課題がある。これに対しては、マスタ

ープランを二段階で考えていくべきではないか。

第一段階では、将来的にどうあるべきかについ

ては市民参加で策定し、これまで同様に進めら

れるべきであること。ただし、詳細の規制につ

いては、第二段階で、より柔軟に、小さな参加

により進められるよう、行政や専門家で運用さ

れる指針をつくる。そのような形でやらなけれ

ば、マスタープランにより開発規制を実施する

ことは難しいと考えている。 

第３パネルディスカッション 

質問：問題は制度が悪い部分と運用が悪い部分

があるのでは。法改正によりこれら問題が全て

解消されないとすると、制度をうまく使いこな

す観点で、仕掛けやアイデアについて伺いたい。

法制度改正に関する考えは、基本的に中井先生

のご意見に賛成。地方分権を進めるべきだが、

国際競争力、経済発展の視点が抜けているので

は。日本経済を支える地域は国の直轄にすべき

と考えるが。 

中井氏：仕組みに起因する部分と運用に起因す

る部分があるのはそのとおり。ただし、性能が

悪いものをいくら運用でやろうとしても無理。

この二つは完全独立ではないと思う。今日の話

は、多くは仕組みそのものに内在している問題

と考えている。乱暴な言い方だが、仕組みと運

用に分けられること自体がわかりにくさを助長

している。本来は、仕組みの通り運用されるこ

とが求められる。 

国際競争力に関してのご質問に対し、これは分

権全般について言えることだが、私は地方分権

に対しては、留保つき賛成と申し上げる。国直

轄にするかはまた別になるが、この問題にはグ

ローバル競争に関することも含まれ、方向性に

違いがあることにより、重点議論項目ではない

かと考え指摘したところ。 

質問：イギリスのマスタープランは、日本でい

う開発指導要綱、地区計画等がすべて一元化さ

れているという解釈でよいか。 

村木氏：イギリスのマスタープランであるデベ

ロップメントプランはひとつの箱と考えればよ

いと思う。個別の都市計画の中にある政策を束

ねた基本的な文書があり、突発的におきる都市

開発に対し、早急に都市計画の立案をしなけれ

ばならない場面で、ガイドラインと言う形で別

の文書を作り対応することがある。それらが箱

の中に入っている。マスタープランそのものの

改定にあたっては、新たに作られた補足的なガ

イドラインがマスタープランにそのものに組込

まれる場合もあるし、地域によってつくられた

独自のものとして、含まないケースもある。ケ

ース・バイ・ケースとなる。デベロップメント

プランの中に都市計画が加除式に入れられてく

るもの。したがって、日本のように一度作った

ら変わらないというものではなく、頻繁に改定
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作業が行われる性格である。 

質問：コミュニティ型のまちづくりが必要な地

域と国家戦略的な都市開発が必要な地域、ある

いは住民がいない都心中心部での都市計画のイ

メージは。また、地方分権の都市計画について

どう考えるかを合わせてお尋ねしたい。また、

都市計画法改正をするとすれば、基本法的なも

のでよいのではとのご意見があります。現行法

より条文を尐なくし、詳細は条例にまかせるべ

きでは。別な切り口から見ると分権とは別にあ

るいは並行して直轄地というものがありうるか

どうか。 

浅見氏：分権の話は、一括化法により都市計画

だけではなく全体で進められていると理解して

いる。むしろ都市計画は、前の改正でかなりそ

ういった面を含んできたと理解している。分権

とは、自治体が必ず正しい判断をするというの

であれば結構なこと。もしかすると、間違える、

エゴ的なことになりかねない。進めるにあたっ

て 2 つのことを確認しながら進めることが重要。 

全体にとってよくなるよう、地区の正しい判

断を促す動機適合的な仕組み。先ほどは個人

についてのお話をしたが、自治体にもこれが

適用され進められることが重要であろう。 

また、広域調整的、国策的視点については、大

きい判断としてやらざるを得ない、介入せざる

を得ないことがある。その場合、地区が被るあ

る種の迷惑、当然これについてある種の補償が

されることを前提としつつも、進めていかざる

を得ないだろう。隣り合う自治体が協力するこ

とでよりよくなる仕組み、このための調整の仕

組みを入れていくことが大切である。 

いま分権については、この二つのことが、それ

ぞれ独立して進められている感じがするが、車

の両輪のようなものであり、その二つが正しく

行われるよう確認しながら進めていくことがよ

いと考えている。 

質問：もう一つ質問したい。分権というが、国

家戦略、国策としてやるべきことをどう位置付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けるか。環境権、定住権といった概念やこれま

での産業基盤整備から環境基盤整備への転換、

全体の再構築をする時期ではないか。戦略的都

市計画、広域調整、さらにそれを超えた戦略性

を持つべきと考えるがコメントを頂きたい。 

花岡氏：分権については、もう人口は増えない

ということ。したがって、いまの市街地を再開

発していくことが前提。その場合、住民とのや

りとりは欠かせない。住民に近いところで進め

ていく必要がある。市町村と住民との関係はよ

り大事になる。これに対応し、市町村中心の手

続を組む必要があるのではないかと考えている。 

これに関する原理原則と留意点は二つある。 

一つは、市町村と住民の関係が大事であること。 

手続的な保証を何らかの形で担保することが必

要と感じている。都市計画決定された内容につ

いて、住民がいまよりも簡単かつ早い段階で争

うことができるようなものを。このことは逆に

都市計画の内容は早い段階で確定することにな

るだろう。 

もう一つは、広域調整、国策について、計画

決定権限の問題ではなく、ある種、手続に参加

する、市町村同士が広域調整主体として都道府

県が命令できないけど何らかの形で参加をする

仕組みで対応できるのではないか。どうやって

決着するかについては、その過程を公開するこ

とでお互いに恥ずかしい話ができないというこ

とで、自ずと解決がなされると考えられるので

はないか。国がやるべきことはもっと積極的に

やるべきではないかのご指摘に対しては、都市

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネリストの各氏 
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計画というより都市再生法の話であろうが、何

らかの形で、手続の中に国として参加していく

形があるだろう。このような議論をしているが、

あくまでも決定権限は、地方だと考えている。 

小林氏：経験から決定権限をどうするかを話し

ます。原則は都市計画については市町村が権限

を持つべきである。運用の経験から言うと、

2000 年の法改正において準都市計画制度を地

方分権の動きに合わせ市町村決定事項としたが、

これを市町村が運用しないため、まちづくり三

法において地方分権の枠組みとは違う形で、市

町村から都道府県に移行させたいきさつがある。 

広域レベルから都市のあり方を考えるものにつ

いては、ただ市町村に委ねても市町村が上手く

使えないという事実がある。 

郊外のあり方については、取り扱うテリトリ

ーの問題。都市計画は都市計画区域だけを対象

とするのではないとすれば、国土利用計画をど

うするかの話につながっていく。現在、国土利

用計画をより積極的にしようと、法改正も視野

に入れた研究会が始まっている。これには都市

計画法と国土利用計画法の関係の議論がベース

にある。国土利用計画はあらゆる土地利用計画

の上位に位置づけられているが、必ずしも実態

はそうではない。法に基づく土地利用調整をど

う位置付けるか。これについて時間がかかる議

論となるだろうが、国土利用計画との関係は必

ず発生する議論。そこまで視野にいれた都市計

画法改正の議論をすべきであろう。これにより、

広域調整のことも議論の枠組みに含まれてくる

と思う。 

広域調整はこれからの大きなテーマだと考え

ている。現状では、それぞれに権限を持つ主体

が内からボトムアップでやるしかない。この事

例として、横浜と町田で水と緑のネットワーク

について市長間で意見交換が行われているとい

う。今後は、このような市町村連携を実績とし

て徐々に積み上げ、次の法改正でこれらを採り

入れていくプロセスがあるだろう。 

もう一点。コミュニティ型まちづくり、国家

戦略についてのご質問の中に、「住民がいない都

市中心部」とあるが、これは間違いである。住

民がいなくとも企業市民がいる。事実、大丸有

では、自ら考え提案するまちづくりをやってい

る。 

中井氏：これは分権志向と逆方向のベクトルを

持つ議論と理解した。まずは、イギリスでは、

日本と同様に都道府県、市町村が存在すると考

えれば、昨年、都道府県に都市計画の権限がな

くなった。国と市町村に権限があるのだが、国

が一括するのではなく、分散的意思決定。つま

り、それぞれ地方で決めたことを国が担保する

形。ただし、国にとって重要な施設、都市施設

については法により全てリスト化されている。

これらは国が直轄で決め、国の直轄事業により

整備される（正確には国設置の独立委員会によ

る）。これに対し、市町村として意見を言うこと

ができる。なぜ、国の直轄があるかというと EU

内における各国の位置、競争力を強く意識して

いるからだろう。特にイギリスは、ヒースロー

空港のターミナルビルがいつまでも整備できな

かったという反省がある。 

分権に対する基本的考え方について、私は市

町村に基本的な権限があるべきと考える。広域

調整が不要と言っているわけではなく、都市圏

のビジョンは必要だろう。広域調整とリージョ

ンレベルのビジョンを持つことは別の話と思っ

ていて、広域調整については、ある市町村が何

かを決める時にお互いに意見を言える場があれ

ば足りることで、基本的には都道府県が出る必

要もないと思う。ただし、案件によっては、誰

か落ち着かせる係が必要な場合があるだろう。

これに対し、独立した委員会を設置したり、都

道府県が助言する場面があればよいと思ってい

る。 

将来ビジョンについては、都市圏のレベルで

持つべきと考える。これは単なる市町村の調整

とは次元が違う話。現代的な都市を見たときに、
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市町村では小さく、都道府県では大きい。現代

的広域レベルにあった民主的意思決定装置が現

状ないことが問題である。どうやって民主的な

ビジョンを決めておくかということが大切。 

質問：地方分権を背景に、協議型のまちづくり

を進めるには、地方は人材不足だとの指摘があ

る。これを解決するには、どうすればよいか。

行政の仕組みを変えることにつながるのか。 

村木氏：基本的には地方分権は推進されるべき

と考えている。都市計画があまねく国土を対象

とするならば、確かに人材不足の懸念がある。

これからは問題となりそうな市街地をいかにコ

ントロールして拡散を抑えていくかという都市

計画が求められるが、そのためにどこかがクォ

リティ・コントロールをする必要があるのでは。

例えば県が市町村をフォローするクォリティ・

コントロールや大きい市町村が小さいところを

助けるという形もあるかもしれない。参考とし

て、イギリスでは担当の専門官が複数の自治体

にて業務を担当する例がある。個々の自治体で

対応するのではなく、全体レベルの水準を上げ

ることが必要であろう。 

広域調整については、ビジョンづくりが大切

である。各自治体の利害に直接関係しない内容

であればよいのだが、そうでない場合には、調

整が排除された計画になることを懸念している。

イギリスでは９つのリージョンがあるが、計画

が改正されているのはロンドンだけ。それも 3

回行われている。この理由としては、首都圏だ

からということ、行政体の数が尐ないというこ

とが言われるが、公選制による市長と議会によ

る強い都市計画があることがその理由と考えて

いる。アメリカでもオレゴン州のポートランド

だけが広域行政体であり、広域都市計画をつく

っていることと何か関係があるかと考えている。

日本でも、どのような組織がどのような権限を

もって広域調整を行うか考える必要がある。 

浅見氏：「基本法でよいのでは」とのご意見が

あったが、都市計画法は、いきなり憲法論争に

行かないためのある種の装置として存在してい

ると考える。そのために、単純化しにくい部分

があるのではと思う。 

自治体の人材不足に関しては、フランスのよ

うな小さな自治体がどうしているかというと、

下から上に権限移譲することが行われている。

分権した場合、日本でもこのようなことが起き

るのではないか。ある部分については委託する

仕組みなどあらかじめルール化しておくことが

必要と感じている。また、尐人数で効率よく行

うためには、ある部分については、あるルール

に乗り、スタンダードな仕組みとしておく。そ

うでない場合について、専門的な職員が関わる

という仕組みが現実的な解として考えられるの

ではないか。 

花岡氏：浅見先生と同じく、フランスのように

下から上に権限移譲することや希望する場合だ

け権限を下ろすことについて議論をしているが、

分権に関わる先生方は一回全て下ろしてみれば

とおっしゃっている。お話にでたフランスの工

夫、小さい市町村ひとつひとつでは対応できな

いものについて、全国に 50 程の都市計画エー

ジェンシーがつくられて対応している。これは

民間の都市計画専門家からなるグループでその

上には市町村の議員がいる組織である。これが

各市町村における手続を下支えしている。 

また、市街地整備にあたり、単純な議論とし

て地区計画で埋め尽くせという議論もあるが、

市町村の行政手続が絶対回らなくなるので、大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場からの発言風景 
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事なところに集中的に手をかけるやり方になる

と思う。全てのエリアを同じ手続ではまわらな

いため、標準的な手続で進めるところと重要な

ところでは集中的に手をかけるといった仕組み

となるでしょう。 

中井氏：人材については、市町村が何もやらな

いと得をする構造だから人材が育たない。もし、

何かやらなければ損をすることとなれば、市町

村から必ず人材は出てくる。浅見先生が言う動

機適合的なやり方でひっくり返せばよい。 

基本法の話は大事な議論。都市計画法の大部

分は権力装置の一部であると考えている。した

がって、基本法にはならないわけで、手続につ

いては、しっかりと法に定める必要がある。 

大西氏：土地利用関係に議論を移したい。集約

的都市構造、または多核的でそれぞれの場所に

それなりの密度を持つ都市構造といった議論も

あるが、これら都市構造に関する質問が寄せら

れている。 

質問：富山では LRT が注目を浴びているが、

公共交通がカバーしている人口は約 30％、10

年後も 40％しかカバーできないと言われてい

る。つまり 70％、将来でも 40%は、公共交通

のない不便な場所に住むということ。一般の市

民にとって、エコ・コンパクトシティが本当に

住みやすいものとなるのか、これに関して十分

議論がなされているのか。また、取り残された

人たちをどうするのか、そういう人たちにもう

尐し配慮してよいのではと思うが見解を伺いた

い。 

質問：分権時代においては、都市マスの重要性

は高まるだろう。自治法の基本計画と一緒にと

の議論もある。しかしながら、現状は、地域地

区を下敷きにした現状追認型となっているにす

ぎない。これからの都市マスのあり方について

の議論と、都市マスにダイナミズムを与える仕

組みを考えるべきかと思うが…。 

質問：地域の合意形成に関しては、直接利害に

関係する住民と、間接的に影響を受ける住民な

ど様々な住民が存在する。こうした場合、地方

議会が最終決定するイギリスの例もあるが、ど

ういう住民参加と合意形成のあり方が望ましい

のか。 

質問：中心市街地活性化の議論では、郊外大規

模店との二者択一の議論となりがち。また、都

市計画行政と農地行政の方向が違っている。こ

うした状況では上手く調整することはできない。 

質問：従来の土地利用規制は実質受け身の規制。

ドイツには中心地理論があって、広域土地利用

目標と指針が定められている。日本でも、ここ

に立地すべきだという指針を備え、それに基づ

く規制誘導を実現すべきと思うがいかがか。 

大西氏：土地利用関係の質問や意見がいくつか

出ましたので、お答えできるところをお願いし

ます。 

村木氏：都市マスに関して、現状追認型であっ

ても、将来的にもそれが望ましいものであれば

それでよいと考える。ドラスティックに市街地

像をつくったとしても絵に描いた餅では計画と

して意味がない。ビジョンについては、住民参

加でつくられた計画でよいと思うが、実現に向

けたディテールの部分は、現状の都市との関係

が強いのため、ここについては専門家あるいは

行政内部の議論で進められることが望ましいだ

ろう。マスタープランの役割とは何か。これを

明確化していかないと何のための基本文書か、

ビジョンを表したものなのか、将来への方針を

示したものなのか。これらが明確になっていな

いのが現状の問題である。 

中井氏：現状追認といっても計画追認のマスタ

ープラン、つまりできていない計画を書かざる

を得ないのが現状マスタープランである。止め

てしまえばよいが、なかなかできない。今ある

計画を書いているにすぎない構造だろう。幾つ

かの自治体では将来のことを書いているが、今

の計画に現実が追いついてこないから、そのま

ま書いておけばよいという構造が殆どだろう。 

立地指針をマスタープランに書くのはあり得る。
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ただ、本当にやるならゾーニングなどしっかり

やるべきだ。ドイツもそういう意味合いでやっ

ているのだろう。ある種の抑制と促進効果があ

るだろう。 

コメントが難しそうなのは富山のこと。あの

プランは他で住むなとは言っていない、最低限

の公共サービスを保つお約束を表したものであ

り、切り捨てではない。公共交通のエリア外は、

これ以上の公共投資はしないですよと示したプ

ランと解釈している。コンパクトとか集約型の

話については、行政コストの話が最初に出るが、

それには説明力がなく、説得効果はないだろう。

なぜなら、行政が市街地を拡大させてきたとい

う歴史があるから。これからは、そういうこと

はやりませんよと言うための理由ならよいが、

集約を実現するためには、強い説得力が必要と

される。低炭素など別のことをその理屈に加え

ていかないと、地域の方々を集約させるには無

理があるだろう。 

小林氏：まちづくり三法の改正時にまとめ役を

務めたが、その時の議論では、「コンパクト」と

いう言葉が使われたが、答申では使うなと言っ

てきた。実際、都市計画部会では使っていない

が、交通系の検討では使われた。わが国ではあ

り得ない、絶対実現が無理なことである。違っ

た言葉として、多機能集約型都市構造という言

い方をした。これは、本来、中心市街地にある

べき機能の集約、衰退した市街地に活気を取り

戻そうということで、郊外部の人を中心に集め

るべきだという趣旨ではない。逆に言うと、我

が国では居住論が明快でないことが問題である。

中心市街地活性化で紹介される都心居住のあり

方は、ただ街なかにマンションが建っている姿

に過ぎない。あるべき居住の姿、衰退時の居住

のあり方こそ議論する必要があり、検討すべき

内容である。 

一方、郊外住宅地では、第一種低層住居専用

地域が広く指定されているが、用途地域の制限

から、近くに必要な施設がつくれない例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつては、ここから働きに出る生活であったた

めそれでもよかったが、高齢化が進み、働きに

出る生活ではなくなるという変化に対応できて

いないのである。 

花岡氏：あくまでも個人的意見だが、これまで

の市街地拡大のベクトル、その向きをとりあえ

ず止めることが求められている。市街地を小さ

くするという議論は、20 年位あとの話で、市街

地内で空地が発生し、この整除の必要性が高ま

ったときにあがるかもしれないが、現実として、

郊外に住んでいる状況下では、とても国民に受

け入れられないと思う。 

コンパクトシティに関して、都市の拠点を

どこに定めるか。特定の場所をいきなり示す

のは難しいが、尐なくとも誘導する場所をマ

スタープランにて図示すべきではないかと議

論している。マスタープランは時代と共に進

歩しているものの、都市計画に対する具体的

な指針としてはまだ弱い部分があると感じて

いる。一層具体性を備える必要があるだろう。 

浅見氏：富山市の例に関して一言。詳しくは解

らないが、なにも 70％の人が全て移る必要はな

く、70％の人が 60％になればある種、エココン

パクトシティが実現したと言えるのではないか。

市民がまちの中心に住む方がよいと感じ、そう

した変容を促していくことに意義がある。富山

だけではなく、合併により市域が大きくなった

市町村が増えている。これまでは都市計画だけ

対処すればよかったが、今後は、農村計画や森

林計画も行わなければならない。従来、公共サ

ービスの最小限のあり方について、あまり考え 
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ていないと思う。どのあたりまでが耐えられる

のか、耐えられないのか、オプショナルなもの

として地区で選択するものなのか。こういった

ことを真剣に考えていく必要がある時期なのだ

ろう。また、都市計画だけではなく、環境政策

などとともに進めていくことが大切であろう。 

都市マスの現状追認について感じる問題は、

放置していることのコストについて計画立案側、

つまり行政が考えていなかったこと。今後は、

なぜ変えないのかなどの訴訟コスト、説明責任

コストを含めて考えていかなければならない。 

大西氏：その他の質問として、普通のまちの景

観計画、エネルギーに関するものがありました。

これらに関してコメントがあればお願いします。 

また、都市計画法の「抜本改正」に関し、皆さ

んから譲れないと思う重要課題について、最後

の発言として挙げてください。 

浅見氏：我々は、これまで行政サービスコスト

について考えてこなかった。今後は、それぞれ

の地区における貢献と恩恵を考えることがマネ

ジメントをするうえで必要。今までの調査だけ

では足りず、情報の充実が必要である。正しい

情報に基づき、住民・自治体による取捨選択が

望まれる。正しい判断をする情報が整備されて

いないことが問題と考える。 

花岡氏：人々がどこに住むかの議論を本当にし

なければならない時期に来ている。福祉、子育

てサービスの提供コストを含めた議論が必要で

ある。個人的見解だが、新しい都市計画法は、

環境と子育ての視点が大事と考えている。これ

については思い入れが強い。 

小林氏：景観計画とエリアマネジメントに関す

る質問についてコメントする。 

一つは、住宅市街地のエリアマネジメントにつ

いては、民間事業者がビジネスにするというこ

とで動き始めた。住宅地なので特別の景観があ

るわけではないが、住みなれた景観を維持して

いく。こうした方向もあると思う。 

二つは、世田谷では、現在まちづくり条例の見

直しを進めている。既に区内には地区計画や協

定など多様なルールが区域の多くを覆っている

が、今回の見直しではエリアマネジメント活動

をしている組織を区に登録してもらい、区がこ

れに配慮したまちづくりを行うことをめざして

いる。ただし、エリアマネジメントという言葉

が市民に解りにくく不評なため、その言葉自体

は使われていないが、見直しの趣旨としては、

エリアマネジメントを促進するための見直しで

ある。 

また、都市計画法の中にエリアマネジメント

活動を入れられないかと考えている。国土交通

省でも工夫をしていただいたが、都市再生特別

措置法の一部にようやく組み入れたに過ぎない。

予算がない、権利制限がないというだけで法制

度になじまないとの理由だという。ここで内閣

法制局を突破しなければ積極的に新しい都市計

画ができない。国土交通省の担当の方々に頑張

ってもらいたい。 

さらに、都市計画事業制度の見直しが必要で

ある。我が国の事業制度は極めて精緻な制度で

あるが、昨今の社会状況で、この制度にあては

めるには既に限界がきている。新しい事業制度

とそれに組み込む財源が必要であろう。 

中井氏：景観については、町田と板橋で普通の

まちの景観に関するお手伝いをしている。これ

にエリアマネジメントの視点を含めるなら、日

常生活の再点検、暮らしている住環境・商環境

の再点検、これらを通じて景観計画が描けると

思う。この計画は段階的に成長していく計画と

なるから、日常的な点検活動がキーワードとな
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る。譲れないことは、「わかりやすさ」が大切と

いうこと。「加える」ことよりも、むしろ「減ら

す」部分を考えることがポイントである。 

村木氏：エココンパクトシティについて 2 点お

話する。一つは、これ以上のスプロールを進め

ないため、調整区域を含み農地をできるだけ維

持して、交通利便性の高いところに集約を図る

方針と理解している。こうした利便性の高いと

ころへ移りたいときに、土地・建物処分金をど

うするか、青森のように行政体として取組むこ

とが考えられる。また、農地を維持した方がメ

リットになる仕組みを考えたい。TDR（開発権

の移転）で考えることも将来的には必要と考え

る。二つ目は、都市計画の中でエネルギーがよ

うやく扱われるようになった。国土が狭くとも

日本は気候の違いがあり、それぞれの地域に見

合ったエネルギー方策を都市計画に組み込むこ

と。これをきめ細かく行っていくことが求めら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ  

大西氏：東大まちづく 

り大学院は実践的なま 

ちづくりの研究・教育 

を行う場として設立さ 

れた。社会に対して、 

何らかの発言をする大 

事な役割もあると考え、偉大な参加者を前にし

た緊張感のなかでこの 

シンポジウムが開催された。まとめとして、研

究会により改正提言を整理していくことを考え

ている。出版などの形で改めて世に問いたい。 

直近の予定としては、例年通り 3 月にイブニ

ングセミナーを開催する。3 回のうち尐なくと

も 1 回はこの都市計画法改正の議論を予定した

い。こちらにもご参加いただき、一層議論を深

めるとともに、ご批判もいただきたいと考えて

いる。ご参加誠にありがとうございました。 

（以上） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西 隆 氏 


